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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年９月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２９年６月１５日 ２１時０５分ごろ  

発生場所 長崎県佐世保市高島北西岸沖 

 高島港北防波堤灯台から真方位３１３°１.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°１１.２′ 東経１２９°３４.４′） 

事故の概要  漁船我慢
が ま ん

は、揚錨中、甲板員が負傷した。 

事故調査の経過  平成２９年６月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 我慢、１４.００トン 

 ＮＳ２－１３５４９（漁船登録番号）、有限会社安栄水産 

 １４.９５ｍ（Lr）×３.６０ｍ×１.３８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５９年１２月６日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５３年７月１４日 

  免許証交付日 平成２５年８月２３日 

（平成３１年３月３日まで有効） 

甲板員 男性 ４２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成５年４月２２日 

  免許証交付日 平成２４年９月３日 

（平成３０年４月２１日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、まき
．．

網漁の目的で、高島北西

岸沖の漁場に向けて佐世保市楠
くす

泊
どまり

漁港を出港した。 

 本船は、漁場に着いて左舷船首部から水深約３０ｍの場所に重さ 

約１３０㎏のストックアンカー型の錨を投入して錨泊した後、日没を

待って右舷船首部から集魚灯を水中に投入し、漁を開始した。 
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 船長は、魚が集まらなかったので、漁場を移動することとし、甲板

員に集魚灯を揚収するよう指示した後、操舵室左舷側壁部に設置され

た揚錨用ローラの運転用操作レバーを操舵室左舷側で操作して毎分約

３０ｍの巻揚げ速度で揚錨を開始した。 

 船長は、アンカーリングから約６ｍの錨索部に付けられた縒
よ

り戻し

金具が左舷船首部端に設けた投揚錨用のガイドローラ上に揚がってき

たので、揚錨用ローラを一旦停止した後、巻揚げ速度を遅くして巻揚

げを再開した。 

 船長は、錨を巻き揚げていたところ、突然ガイドローラ付近でガタ

ンという音がして錨索を巻き込むことができなくなったので、アンカ

ーリングがガイドローラに引っ掛かったと思い、揚錨用ローラを停止

した。 

 本船は、船長が巻揚げ速度を上げて錨索を巻き込めば、アンカーリ

ングが外れて錨を巻き揚げられると思い、毎分約３０ｍの巻揚げ速度

に揚錨用ローラの運転用操作レバーを操作したところ、錨が跳ね上が

って船内に飛び込んで来た。 

 甲板員は、前部甲板中央部で右舷側を向いて揚収した集魚灯の整理

を行っていると、ガイドローラ付近でガタンという音がしたので左舷

船首方を振り返ったところ、平成２９年６月１５日２１時０５分ごろ

飛び込んで来た錨が頭部等に当たった。 

 本船は、船長が揚錨用ローラを停止して甲板員の所へ行き、持って

いたタオルで止血を行い、船長の家族及び甲板員の親族に本事故の 

発生を連絡した後、帰港した。 

 甲板員は、帰港後、救急車で病院へ搬送され、全治１か月の頭蓋骨

骨折、鼻骨骨折及び顔面裂傷と診断され、１２日間入院した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船の状況、写真２ 錨の

状況及び甲板員の負傷する直前の姿勢（再現）、写真３ ガイドロ

ーラ付近の状況、写真４ 揚錨用ローラの状況 参照） 

 その他の事項  船長は、本事故後、錨、錨索（化学繊維製索、直径２４mm）、ガイ

ドローラ及び揚錨用ローラに異常を認めなかった。 

 本船は、今までアンカーリングがガイドローラに引っ掛かるような

ことはなかった。 

 揚錨用ローラは、油圧駆動式であり、クラッチ嵌
かん

合用操作レバーで

揚錨用ローラのクラッチを嵌合させた後、運転用操作レバーを操作し

て巻き揚げ、停止及び巻出しの各動作並びに速度調整を行うようにな

っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

不明 

なし 
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 判明した事項の解析  本船は、高島北西岸沖で揚錨作業中、アンカーリングがガイドロー

ラなどに引っ掛かって錨索を巻き込むことができなくなった際、船長

が揚錨用ローラの巻揚げ速度を上げて錨索を巻き込んだことから、ア

ンカーリングがガイドローラなどから外れた勢いで錨が跳ね上がって

付近にいた甲板員に当たり、甲板員が負傷したものと考えられる。 

 船長は、錨索を巻き込むことができなくなった際、巻揚げ速度を上

げてより大きな張力をかければ、アンカーリングがガイドローラなど

から外れて錨を巻き揚げられると思ったことから、巻揚げ速度を上げ

て錨索を巻き込んだものと考えられる。 

 錨は、繊維製錨索に張力がかかった状態でアンカーリングがガイド

ローラなどから外れたことから、跳ね上がったものと考えられる。 

 本船は、アンカーリングがガイドローラなどに引っ掛かった可能性

があると考えられるが、錨索を巻き込むことができなくなった状況を

明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が、高島北西岸沖で揚錨作業中、アンカーリ

ングがガイドローラなどに引っ掛かって錨索を巻き込むことができな

くなった際、船長が揚錨用ローラの巻揚げ速度を上げて錨索を巻き込

んだたため、アンカーリングがガイドローラなどから外れた勢いで錨

が跳ね上がって付近にいた甲板員に当たったことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・揚錨中に異常を生じた際には、揚錨機等を停止して原因を確認す

ること。 

 ・揚錨時には、緊張している錨索にみだりに近づかないこと。 

 ・揚錨作業などに従事する場合、必要な保護具を着用することが望

ましい。 
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                  写真１ 本船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 錨の状況及び甲板員の負傷する直前の姿勢（再現） 
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写真３ ガイドローラ付近の状況 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 揚錨用ローラの状況 
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